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Ⅰ．はじめに

若者の早期離職が社会問題化して久しい。高校
卒業後₃年以内の離職割合（厚生労働省新規学卒者
の離職状況（2020））は，令和₂年10月の統計では，
39.5% であり，そのうち入社1年目の離職率が最も高
い（17.2％）。この現実は，本人だけの問題でなく，学
校の進路指導等の在り方に何らかの改善策を要するこ
とを示唆している。

宮城県においても，高校卒業後₃年以内及び入社₁
年目の離職率が高いことは，全国とほぼ同様である。
一方，各事業所では，高卒新入社員の無断欠勤や突然
の退職，就労をめぐる親からの苦情も多くなっており，
一般常識や社会性の欠如に苦慮している実態もうかが
える。

著者の現任校における，卒業生の早期離職状況も
全国的傾向と同様か，年度によっては高い傾向を示し
ている。早期離職は，平成27年度39.1%，28年度42.1%
となっており，29年度に至っては57.1% に達している。
生徒の実態に目を向けると，現任校入学生の半数以上
が，中学校時代に不登校を経験し，社会経験不足やそ
れと関連する自己肯定感が低い印象を受ける。近年で
は，障害のある生徒や障害診断は受けていないが支援
が必要と考えられる生徒の入学も増加してきている。

このような多様な生徒が混在する学校における，就
労後も見据えた進路指導・社会適応支援，それらを実
現するためのカリキュラム構成の検討は，宮城県内の
高等学校，とりわけ現任校にとっては，喫緊の課題で
ある。

本稿は，以下の三つから構成されている。一つ目は，
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宮城県内の高等学校および特別支援学校の進路指導の
状況の把握とその内容の検討である。二つ目として，
著者の勤務する宮城県の単位制高等学校に在籍する生
徒の実態把握とこれまでの進路指導，加えて離職した
卒業生の実態把握と分析である。三つ目として，前記
₂種類の検討・分析を踏まえた試行的カリキュラムの
構成及び実践経過について述べる。

Ⅱ．宮城県内の高等学校の進路指導の現状

₁．�宮城県内の高等学校における進路指導の現状とそ
の分析①

（₁）課題と目的
高校卒業者の早期離職状況等に関する調査の概要

はすでに述べた通りであるが，それらは実態の概要を
示すにとどまっている。進路指導の内容を吟味し，具
体的なカリキュラム編成と進路指導体制の進化につな
げるためには，進路指導の実際との関連で把握するこ
とが不可欠と考える。そこで，宮城県内の高校卒業者
の早期離職と，各高等学校における進路指導と就労状
況との関連を調査検討する。

（₂）方法
対象：宮城県内の公立高等学校（全課程）84校
手続き：令和元年11月上旬に郵送によるアンケート

調査を実施した。
質問内容：①過去₅年間の就職者数および離職者数

（₃年以内），②主な離職理由，③離職者のうち，障害
のある生徒または診断は受けていないが支援が必要な
生徒の有無（以下，障害のある生徒等），④就職者に
③の該当者が在籍した場合の具合的な支援や指導内
容，⑤早期離職改善のための各学校の取り組みについ
てアンケート調査を行った。

（₃）結果
41校からの返信があり，回収率は48.8％であった。

そのうち具体的に離職理由が記載されていたのは22校
であった。なお，離職理由の延べ数は185であった。

主な離職の理由（図₁参照）：人間関係の問題（22
校中15校：68.2％），仕事内容の問題（22校中12校：
54.5％），労働条件（賃金以外）の問題（22校中11校：
50.0％）であった。

障害のある生徒が在籍している学校の比率：41校中
₆校であり14.6％であった。

具体的な支援・指導等：ハローワークの障害者支援
専門官との面談と受け入れ企業の紹介，特別支援学校
のコーディネーターによる SST の支援，スクールカ
ウンセラーやスクールソーシャルワーカーによる面談
への参加，連携コーディネーターや心のケア支援員の
参加等であった。

早期離職改善のための取り組み：応募前職場見学
（一人₃社程度）や入社準備セミナー，卒業生の講話，
ミニ同窓会等を実施している。

その他：卒業後の追跡調査を行っていない高校が約
₄割にも上ることが明らかとなった。

（４）まとめ
私が予想していた人間関係の問題が離職理由とし

て最も多いことが，県内高等学校の調査においても確
認された。これに続く離職理由である仕事内容や労働
条件との関係も間接的ではあるが想定できると考え
る。しかしながら₄割の高校が追跡調査や追指導を実
施していない状況は，従来の進路指導実践が「出口指
導」と指摘されてきた実情がいまだ改善されていない
ことを示していると思われる。文部科学省「高等学校
キャリア教育の手引き」によると「進路指導は , 進路
選択の指導・援助や斡旋だけではなく，入学から卒業，
さらに卒業後の追指導も包含した計画的・組織的な教
育活動」であるとされており，追指導実施や追跡調査
は必要であることが示されているが，半数近くが実施
されていないのが現状である。

₂．�宮城県内の高等学校における進路指導の現状とそ
の分析②

（₁）課題と目的
宮城県内の高等学校を対象にした前述のアンケー

ト結果と比較すると，現任校卒業生の早期離職は多少

図₁　主な離職理由の割合
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の変動はあるが高い傾向にある。障害のある生徒等の
在籍が多い傾向も，その要因の一つと想定される。一
般に学校規模や学科配置によって，障害のある生徒等
の在籍率および進路指導の在り方が，ある程度規定さ
れる傾向にあると思われる。そこで，現任校における
進路指導体制の充実にとっては，学校規模と学科配置
を考慮し，アンケート調査では明確にし難い進路指導
や離職傾向についての実態を把握する必要がある。

（₂）方法
対象：宮城県内の大規模校（普通科・専門学科併設

校）₂校，中規模校（総合学科設置校）₁校，小規模校（専
門学科設置校）₁校

手続き：各学校への訪問インタビュー調査を実施し
た（令和₂年₇月から₈月）

質問内容：①進学および就職等の進路割合，②障
害等の状況を含む入学生の様子，③早期離職防止のた
めの取り組み，④離職者の確認方法についてインタ
ビュー調査を行った。

（₃）結果
進路割合は，大規模校・中規模校では「大学・短大」

「専門学校」「就職」の割合は₃分の₁ずつである。小
規模校では「大学・短大」「専門学校」への進学が₃割
で，就職は₇割となっている。

入学生は，自己肯定感が低い生徒や受け身の生徒，
目標を見いだせない生徒や障害のある生徒等が，規模
が小さくなるに従い比率が高まる傾向にある。

早期離職防止のための取り組みとして，大規模校専
門学科や中規模・小規模校では，「ビジョンを共有し
ての支援や指導」「教員と生徒による十分な企業研究
や企業の求める生徒像の理解」「進路指導の抜本的見
直し」「自治体等地域との連携強化」「ミニ同窓会の実
施」を行うとともに，「総合的な探究の時間」を活用し
ての就労や職業等に関する探究活動を積極的に実施し
ていることが分かった。

一方，離職に関する確認は，離職したことを本人か
ら報告させることはほとんどない。進路担当者が企業
訪問をしたときや生徒からの又聞き等で情報を得てい
るのが実情である。卒業生が多数いる大規模校や専門
学科は，特に把握は厳しい状況である。

（₄）まとめ
中学時代までにさまざまな課題に直面してきた生

徒の入学比率が高い，中規模校・小規模校では，一般

的な教科指導・専門科目指導はもとより，生徒指導や
生活指導，さらには特別支援教育的な配慮を踏まえた
指導が必要であると考えられた。

また，就労先を訪問するなどの卒業後の追指導が十
分とはいいがたい状況が，聞き取り調査でも確認でき
た。

₃．�宮城県内の特別支援学校における進路指導の現状
とその分析

（₁）課題と目的
これまでの調査等から，高等学校在籍者に占める障

害のある生徒等の比率が増加傾向として確認された。
その進路指導および早期離職状況の改善方策の検討に
は，特別支援学校で実施されている進路指導の実情の
把握が有益である。そこで，県内特別支援学校の進路
指導等に関する調査を実施することとした。

（₂）方法
対象：宮城県内の知的障害の特別支援学校4校（令

和元年11月から12月）
手続き：各校を訪問し，進路指導担当者にインタ

ビュー調査を実施した。
質問内容：特別支援学校での進路指導の在り方全般

についてであった。
（₃）結果

₄校の調査をまとめると支援学校では，本人と保護
者の考えをもとに実習先を選定し，高等部の₁年から
各学年₂回程度の実習を行い，卒業学年時に企業や福
祉サービス事業所で受入可となれば卒業後の進路が決
定することが分かった。また，進路指導は，学校のみ
で行うのではなく，ハローワークや障害者就業・生活
支援センター等の外部機関との連携により，卒業後の
就労先での支援や指導につなげることが一般的である
ことも明らかとなった。さらに，卒業後には，半年で
₁ ～ ₂回程度企業等を訪問しての追指導を，₂年間
を目安に行っていることも確認された。

（₄）まとめ
特別支援学校の進路指導は，₄校とも同じような形

式で実施されていた。一般の高等学校と違い，卒業後
の追指導が₂年間を目安に実施されている。卒業直後
は学校との関係性が濃厚であるが，徐々に事業所等を
含む社会一般との関係を強くすることで，卒業生の自
立につなげていこうとしている。
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₄．�考察：宮城県内の高等学校および特別支援学校の
進路指導の現状に関する分析

現任校の早期離職の状況を宮城県内の高等学校全
般と特別支援学校高等部の視点から把握し分析するこ
とを目的として，県内全高等学校へのアンケート，高
等学校（規模別）および特別支援学校（知的障害）の訪
問インタビュー調査を行った。その結果，県内の中規
模校・小規模校には，現任校と同様にさまざまな点に
おいて配慮が必要で，進学・就職指導においても支援
の必要な生徒が在籍していると想定された。しかし高
等学校では，特別支援学校が一般的に行っている，進
路指導も含めた生徒一人ひとりに焦点を当てた支援，
さらに卒業後の追指導等は，実施されていないことが
明らかとなった。

Ⅲ．�現任校（単位制高等学校）における生徒の
実態と進路指導

₁．在籍生徒のコミュニケーション能力の実態
（₁）課題と目的

現任校は単位制高等学校であり，県内の高等学校に
おける学力分布上では上位とは言えない。また，中学
時代に不登校等の経験者や障害のある生徒等の在籍比
率も高いため，「各教科において学び直し」を指導内
容に組み込んでいるのが実情である。

文部科学省（平成24年）によれば，通常の学級に在
籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必
要とする児童生徒の在籍率は6.5％と示されているが，
現任校において平成28年度以降の，障害の診断を受け
ている生徒の割合は16％前後で増加傾向にあり，令和
₂年度には在籍生徒の₄分の₁を占めている。障害の
診断を受けていないが配慮が必要と考えられる生徒を
加えると，半数近い生徒が，一般的な教科指導・専門
科目指導だけでは十分とは言えない。特に，就職後の
早期離職の要因として，一般的にコミュニケーション
能力の課題が大きいとの指摘があることはすでに述べ
た通りである。

そこで，現任校生がかかえる困難や必要な支援・指
導内容を考えるため，特に人間関係の形成・維持に重
要なコミュニケーション能力の実態を検討することと
した。

（₂）方法
対象：現任校の生徒123名（調査時長期欠席者の生

徒は除く），教職員33名
手続き：岡山県立邑久高等学校作成（平成23年）の

コミュニケーションアンケートを使用した。令和₂年
₇月に実施した。

質問内容と評定：質問は25項目から構成されてお
り，その内容は「聴く力」「観る力」「感じる力」「質
問する力」「伝える力」の₅つの領域からなる。下位
質問項目について「あてはまらない：0点」「ややあて
はまる：₁点」「あてはまる：₂点」を選択する形式
となっている。

（₃）結果
表₁は，生徒が回答したアンケートの₅つの領域の

平均得点を年次別にまとめたものである。これに，後
述する配慮が必要な₂名（Ａ，Ｂ）の生徒の個別平均
得点も合わせて示した。一方，表₂は，教職員が行っ
た，生徒を対象にした評定の平均である。こちらも年
次別の平均得点と，₂名（Ａ，Ｂ）の生徒の個別平均
得点である。

概要：生徒自身の評価は，10点満点中，約5.7点か
ら約6.9点である。項目別では「質問する力」と「伝え
る力」が低く，「観る力」「感じる力」が高い。これは
インプットよりもアウトプットが苦手な状況だと推察
することができる。今後実践の対象となる₂年次は，
総合得点も₆割に届かず，全体的に低い。特に「質問

表₁　コミュニケーションアンケート結果（生徒の自己評価）

表₂　コミュニケーションアンケート結果
（教員による生徒評価）
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する力」「伝える力」は，₅点台中盤，「感じる力」が
₆点台前半と低い傾向にある。

一方，教員側から見た生徒対象の評価は，生徒のそ
れよりも厳しい結果となっている。教員の評価基準は

「社会」であり，生徒の基準よりも当然厳しい。社会
から見て生徒各自の状況がどのレベルにあるかという
視点であり，本校に入学して「頑張ってはいる」ものの，
生徒の多くが依然として社会一般のレベルには達して
いないと評価していることが伺える。

配慮が必要な生徒Ａ（自閉症スペクトラム障害）に
ついては，総合得点が50点中8.0点とかなり低い自己
評価となっている。生徒Ａに対する教員による評価は，
生徒の自己評価よりも若干高い。特に「伝える力」が
高くなっているが，その様子は「国語表現」の授業で
も観察することができていると，報告されている。

配慮が必要な生徒Ｂ（高機能自閉症）については，
「聴く力」「質問する力」については自己評価が低い状
況であるが，「感じる力」は平均よりも高くなってい
る。生徒Ｂに対する教員による評価では「聴く力」「観
る力」のどちらも生徒の自己評価よりも低く，生徒と
教員との間に評価の差が見られる。

（₄）まとめ
コミュニケーションアンケート（邑久高等学校，Ｈ

23年作成）を活用して，生徒自身と教員から見た生徒
の資質を調査し，それらを比較検討した。その結果，「伝
える力」の両者の評価に最も大きい差が確認された。
また「質問する力」の差は小さいが，両者とも評定が
他の項目に比して低い。これらは，現任校の在籍生徒
の「コミュケーション能力」が低い傾向が客観的に確
認されたことを示す。

配慮が必要な₂名の生徒について見ると，生徒Ａに
ついては自己評価及び教員評価の両方において低い傾
向にある。しかし「伝える力」の教員による評価は高
い。入学までの様々な経験が自己肯定感全般にマイナ
スの影響を及ぼしていることが予想される。生徒Ｂに
ついては「聴く力」と「観る力」の教員評価が低いが，

「感じる力」は両者とも「₈」であり，生徒全体の平均
よりも高い。加えて，「感じる力」「質問する力」「伝
える力」については，生徒の評価と教員の評価の差が
小さい。これは，生徒Ｂにおける認知的なアンバラン
スであり，別の視点に立つと生徒Ｂの優位な特性とも
いえる。

これらの生徒への進路指導に関しては，知的障害
に加えてコミュニケーションに課題のある生徒が多数
在籍する特別支援学校（知的障害）の実践等を参照し，
その指導・支援の要素を取り入れる必要があるといえ
よう。

₂．配慮が必要な生徒₂名の学校生活についての検討
（₁）課題と目的

コミュニケーションアンケート（邑久高等学校，Ｈ
23年作成）において，生徒Ａについては自己評価及び
教員評価の両方が低く，一般に自己肯定感の低い状況
が推測された。生徒Ｂについて教員評価の「聴く力」

「観る力」が低い傾向にあった。そこで，コミュニケー
ションに限定することなく，₂名の生徒の学校生活上
の自己評価を検討する。

（₂）方法
対象：今後の授業実践の対象となる₂年次生全員

（生徒Ａ，Ｂ在籍）
手続き：「子どもの社会的スキル横浜プログラム」

（横浜市教育委員会）の「Y-P アセスメント」を活用し，
生徒の年次における満足の状況を検討する。なお，こ
のアセスメントは，小学校₃年生から中学校₃年生ま
でを対象にしているが，本研究では現任校の高等学校
₂年生を対象に実施した。

質問内容と評定：「Y-P アセスメント」は，①「自分
自身に関すること」14項目，②「学校のあなたの様子
に関すること」12項目から構成されている。下位質問
は「全然そう思わない：₁」「そう思わない：₂」「ど
ちらともいえない：₃」「そう思う：₄」「とてもそう
思う：₅」から選択することを要請する。その結果を
踏まえて，対象児童生徒の学級内（ここでは年次）に
おける自己評価を行う。結果は，年次分布図に各児童
生徒の位置がプロットされる。

（₃）結果
図₂は，現任校₂年次の分布図である。現任校にお

いては学級がないため年次分布図とした。「自分自身
に関すること」と「学校のあなたの様子に関すること」
の₂軸（縦軸が「自分作りスキル」，横軸が「仲間作り
スキル」）の空間につくられる₄つの事象に生徒が配
置されている。中心の□枠内には，₇割の子どもが入
る範囲であり，ここから外れている場合は，₄群の傾
向が顕著であると判断される。生徒Ａは，前述の調査
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結果においてもコミュニケーション能力の自己評価が
低かったが，この調査においても低自己評価群に位置
し，文字通り自己評価が低い傾向である。生徒Ｂは，
中心近くの₇割に属していた。

（₄）まとめ
生徒Ａは，成績不振や人間関係が築けず，孤立して

いる可能性が高いため，配慮や支援が必要あると考え
る。生徒Ｂは，中心近くの₇割に属してはいるが，日
常生活の中で些細なことにも困難を感じている様子が
うかがえるので，こちらも支援が必要な生徒であると
言える。

₃．卒業生の早期離職状況について
（₁）課題と目的

在籍生徒の実態分析から，人間関係の形成・維持に
重要なコミュニケーション能力に課題を示す生徒が多
いことが確認された。コミュニケーションは，職場を
含めた社会的関係性を保つうえで欠かすことができな
い資質である。この点を踏まえると，本校の卒業生の
早期離職において，このコミュニケーション能力を含
めた社会的関係性や一般的なソーシャルスキルの状況
を検討する必要が生じる。そこで，就職後に早期離職
をした₆名の卒業生の状況について調査・検討を行う。

（₂）方法
対象：平成28年以降に卒業し早期離職した卒業生

₆名および当該卒業生の就職先企業₆社および₆名の
チューター（一般的が担任を想定する）

手続き：離職した企業を訪問し離職理由等について
インタビューを行う。

（₃）結果
表3-1は，訪問インタビューにより企業から聞き取っ

た内容をまとめたものである。コミュニケーション不
足による人間関係の悪化や無断欠勤等離職理由は，各

卒業生とも異なる。表3-2は，₆名のチューターによ
る卒業生について得た情報であり，自己肯定感が低い
や社会経験不足等生徒の共通する傾向を表示したもの
である。

₆名のうち₄名は不登校を経験している。また，基
礎学力に課題のある者も₆名中₄名である。会話内容
の理解困難や自己中心的な性格も含め，就労・社会生
活に必要な常識を十分に備えていない生徒である。

（₄）まとめ
企業での聞き取りから，離職理由として，広い意味

でのソーシャルスキルを含めたコミュニケーション能
力や，職業上一般に求められる「我慢強くやり抜く力」
の不足が推測される。生徒に様々な選択肢を増やすこ
とは，やらされ感を持っての活動ではなく，自ら選択
し主体的に参加することで達成感や充実感の獲得へと
つながり，日々の成功体験の積み重ねが自己肯定感の
向上につながり，しいては「我慢強くやり抜く力」を
育てるものと考える。

₄．�現任校の生徒の実態と教員が取り組むべきと考え
る内容の検討

（₁）課題と目的
現任校の生徒において「足りない具体的な力」と教

員が考える「生徒の実態を克服する取り組み」の整合

図₂　ypプログラムによる年次分布図

表₃-₁　企業からの確認

表₃-₂　生徒に共通している姿
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性を探り，現任校の実態に即したカリキュラム開発の
資料とする。

（₂）方法
対象：現任校の教職員37名
手続き：平成25年宮城県新規高卒者の職場定着に関

する調査結果報告書を参照し，現任校の教職員の協力
のもと，「生徒に足りないと想定される力」16項目と「不
足する力を克服するための取り組み」10項目について
質問を作成した（資料₁参照）。各項目を指摘する延
べ人数を求めた。

質問内容：上記資料を参考に「足りない力」には，
基礎学力，コミュニケーション力などが含まれる。「取
り組み」には，授業の充実や特別支援教育研修などが
含まれている。

（₃）結果
「生徒に足りない力」としては，基礎学力不足やソー

シャルスキルを含めたコミュニケーション力不足，心
のコントロール不足，自己肯定感が低い等を指摘する
教員が多い。「不足を克服する取り組み」では，授業
の充実，コミュニケーション講座の充実やソーシャル
スキルトレーニングの充実，協働作業の増加，特別支
援教育研修などの取り組みを求める教員の割合が高
い。（図₃，図₄参照）

（₄）まとめ
「足りない力」については，前述の検討において示

唆されたコミュニケーション力や自己肯定感の低さを
生徒の課題として，多くの教員が認識している。また

「取り組み」に関しても，コミュニケーション講座や
ソーシャルスキルトレーニングの充実，さらに著者が
必要性を感じて調査対象とした特別支援教育の研修も
含まれている。これらの視点を踏まえた今後の試行的
カリキュラム構成は，校内で大枠での合意形成がなさ
れると推測された。さらに，カリキュラム・マネジメ
ントと連動する組織マネジメントの必要性に関しての
理解も進む可能性もあると考えられる。

₅．考察：現任校における生徒の実態と進路指導の分析
現任校の在籍生徒の実態，さらにこれからの実践に

おいて主な検討対象とする₂名の生徒の実態，早期離
職した卒業生の離職理由に関して調査し検討した。そ
の結果，就労を含めた社会的関係性を形成・維持する
うえで重要なコミュニケーション能力に課題を示す生
徒が多い傾向が見られた。離職理由も，同様にコミュ
ニケーション能力と，それに関連するソーシャルスキ
ルが関わることが示された。加えて基礎学力上の課題
も指摘されている。このことについては，現任校の教
職員は同じ認識をもっていることも明らかとなった。

これらの実態の改善は，特別支援学校（知的障害）
の学習指導要領にある自立活動の指導項目・内容と共
通するものである（文部科学省，平成30年度）。特別
支援教育的視点での生徒指導は，特別支援学校に限ら
ず，配慮の必要な幼児児童生徒に実態を踏まえ，学校
種に限定せずに広く，いわゆる通常の学校においても
実施されるべきものである。

現任校の生徒の課題，とりわけ早期離職の現状を考
慮すると，各教科ならびに生徒指導の様々な場面にお
いて，特別支援教育的な配慮・支援が，就労も含めた
生徒の社会適応に資するものであると考えられる。

そこで，次項で検討するカリキュラム構成や指導内
容に，特別支援教育的視点を取り入れる方向で検討す
ることとした。

図₃　生徒に足りない力等

図₄　不足する力を克服するための取組
（１人の項目は除く）
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Ⅳ．試行的カリキュラムの構成及び実践経過

₁．「総合的な探究の時間」におけるカリキュラム構成
新学習指導要領において，「総合的な学習の時間」

から「総合的な探究の時間」に変更された。「総合的な
学習の時間」が「よりよく課題を発見し解決していく」
ことに主眼を置いたが，「総合的な探究の時間」は「自
己の在り方生き方を考えながら，よりよく課題を発見
し解決していく」こと，つまり課題の発見や解決に，
生徒各自の生き方を基盤とした主体的活動を深く関与
させることを組み込むことを求めている。そこで現任
校の「総合的な探究の時間」の計画の作成にあたり考
えの中心となったのは，育成したい資質・能力（コン
ピテンシー）である。それに加えて特別支援教育的視
点に基づくカリキュラム構成とした。

₂．具体的内容
実践対象の現₂年次「総合的な探究の時間」は，コ

ミュニケーション基礎②とソーシャルスキルトレーニ
ングが中心である（表₄参照）。

ソーシャルスキルは，礼法・所作，敬語や電話の受
け方とかけ方，コンプライアンスそして様々な場面で
の振る舞い方を学習するものである。卒業後の就労，
さらには社会生活一般に深く関与する内容である。

表₅は，現任校における₂年次におけるカリキュラ
ム・マネジメントをまとめた表である。「総合的な探
究の時間」を中心に添え，学校行事や特別活動，国語
や福祉，商業や学校設定科目（声と体のレッスン）と
いった教科・科目との横断的な取り組みで資質・能力
の育成を図ることを目的としている。内容としては，
認知機能・感情統制の弱さ，対人スキルの向上を図る，
認知機能トレーニング（宮口2016）や長期的な就職内
定者指導（約₅か月）を実施する方向で組み込んであ
る。

₃．実践経過の概要
実践対象：₂年次
実践対象生徒数：約40名（さまざま課題をかかえて

いる生徒が多く，実践期間中にも欠席等があり，人数
を確定し難い）。

実践週時数：「総合的な探究の時間」は例年，表₅
に示す₁週間で₁ないし₂時間程度。

実践期間：ここで述べるカリキュラムは，平成30年
度から形式や内容をかえながら，徐々にではあるが，
試行的に取り組んできている。通常であれば，年度始
めの₄月から実施されるが、今年度（令和₂年度）は
コロナウィルス感染拡大の影響で，₆月開始となった。
ただしソーシャルスキルの内容に該当する部分は，当
初の計画にある，10月予定分まで実施することができ
た。

授業担当：₂年次所属教員10名。
経過：「コミュニケーション基礎②」「ソーシャルス

キルトレーニング」に含まれている「礼法・所作（₂
時間）」「敬語や電話の受け方とかけ方（₂時間）」

「学校や社会の様々な場面を想定しての振る舞い方（₂
時間）」等の学習項目が実践された。

開始当初，生徒は全体的に消極的な参加傾向であっ
た。しかし，教員が生徒一人ひとりの，その時々の状
況を把握して，その状況に即した内容を支援・指導を
するようになると，少しずつ変化が表れてきた。例え
ば，自分から他の生徒の話を聞く，自分が経験したこ
とを踏まえて発表する，他の生徒と自分の考えを比較
して，より良いとされる考えを話すといった，姿が見
られるようになった。

具体的には「アルバイト先での経験に基づいて考え
を発表する」姿や，「教員に対して今までは友人感覚で，
いわゆる『ため口』で話していた生徒が敬語を織り交

表₄　₂年次総合的な探究の時間カリキュラム表

表₅　コミュニケーション活動と関連
【カリキュラムマネジメント表】
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ぜながら話す」姿なども見られるようになった。
これまでの実践の評価：上述のように平成30年度か

ら，徐々にではあるが教科横断的かつ特別支援教育的
視点を考慮した取組を実践してきた。その中で，主に
₂年次において，学校設定科目「職業訓練活動ａ」と
して夏季休業中にインターンシップ（就業体験）を実
施した。その科目における生徒の様子についての実施
事業所の評価において，カリキュラム試行の最初の年
度である平成30年度と，翌年令和元年度を比較すると，
各項目で「悪い」という評価が0％になり，「非常に良い」
の評価の数が増加している。これは，この試行的カリ
キュラムという取組の効果と考えられる。

₄．対象事例（Ａ，Ｂ）の変容の追跡
障害診断を受けている₂名の生徒の変容に着目す

る。生徒Ａについては，前述の「Ⅲ-1・在籍生徒のコミュ
ニケーション能力の実態」や「Ⅲ -2・配慮の必要な生
徒の学校生活の実態」の調査や分析では，低い自己評
価の傾向にあった。しかし，実践が進行するに従い変
容が確認されている。日常の生活の中で「授業中の自
らの行動について非を認め，相手に謝罪する姿が見ら
れた」という報告が授業担当の教員からなされた。

また，生徒Ｂについても，前述の「Ⅲ -1・在籍生徒
のコミュニケーション能力の実態」や「Ⅲ -2・配慮の
必要な生徒の学校生活の実態」の調査や分析では，本
人及び教員の双方が「聴く力」が低いといった共通認
識をもっていた。しかし，こちらの生徒も実践が進行
するに従い変容が確認されている。「授業中の協働作
業のやり取りの中で，しっかりと相手の話を聞く姿や，
相手に質問する姿が見られるようになった」という報
告が授業担当の教員からなされた。

これに加えて今年度（令和₂年）11月上旬に実施さ
れたスポーツ祭においても，生徒ＡおよびＢの両者お
いて顕著な変容が確認された。生徒Ａは，バドミント
ンの審判をしていたが，得点場面において大きなリア
クションで得点した側を手で指示する姿が見られた。
以前は自分の意思をあまり表さない傾向が強かった
が、周囲に伝わるような生き生きとした様子が見られ
た。また，生徒Ｂは，バドミントンのラインズマンを
担っていたが，合間を見ては傍にいた筆者に何度も話
しかけてくる姿が見られるなど，対人的交流の活性化
が見られた。

このように障害診断を受けている₂名の生徒にお
いても，試行的カリキュラムの実践は，生徒の適応の
改善に効果的に作用していることが分かる。

₅．まとめ
図₅は現任校の離職率の推移をまとめたもので

あり，平成29年度の57.1％をピークに平成30年度は
31.3％，令和1年度は29.4％となり離職率の減少が見ら
れる。コンピテンシーをベースにした「総合的な探究
の時間」の計画立案や実践及びカリキュラム・マネジ
メント，そして，特別支援教育的視点を取り入れた学
校の取組によるものと考えられ，少しずつではあるが
よい影響が見られている。すでに述べたが，本研究で
報告しているカリキュラムは，現任校ではすでに平成
30年度から「総合的な探究の時間」において試行的に
実施している。これに加え，約₅か月間にわたる長期
的な就職内定者指導も合わせて実践している。

Ⅴ．総合的考察

本研究の目的は，早期離職改善のためのカリキュラ
ム編成と進路指導体制の再構築であり，その実践内容
は多様な生徒に対応しうるものでなければならない。
現任校は不登校経験や配慮を要する生徒の入学者が近
年増加している。そういった生徒達は十分な社会経験
を積めずに入学してくるため，コミュニケーション能
力や一般的社会常識としてのソーシャルスキルが不足
しており，卒業後の離職理由としても高い割合を示し
ている。

このような状況の改善を志向し，新学習指導要領の
実施により総合的な「学習の時間」から「探究の時間」
へと変更になったことを機に，コンピテンシーベース
の計画立案に着手した。さらに，入学してくる生徒は

図₅　現任校の離職率の推移
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多様な生育歴をもつ生徒や配慮を要する生徒も在籍し
ていることから特別支援教育的視点での取組も実践に
加味した。

実践経過から分かるように，卒業後の早期離職の減
少が見られるようになった。これは，現任校で実施し
てきている通常のカリキュラム（学校において生徒が
経験する全ての出来事）に，特別支援教育的視点を取
り入れながら実施した結果であると推察される。通常
の学校で作成されるカリキュラムは配慮を要する生徒
を考慮して作成されているわけではない。しかし，現
任校や他の高等学校でも見られるように，配慮を要す
る生徒の入学が増加している現状においては個別に適
切な支援・指導を行い，通常の生徒と同様の育てたい
資質・能力を育成する必要がある（図₆参照）。

このようなカリキュラム構成とその更なる改善，加
えて十分な支援・指導を行うためには追跡調査が必要
不可欠であると，特別支援学校を対象とした調査結果
からも考えられた。しかしながら，宮城県内公立高等
学校のほとんどでは，追跡調査が実施されてはいない。
追跡調査を実践することで，離職理由を把握し在校生
に対する学校での進路指導のさらなる充実に生かすこ
とができるようになる。つまり，それはＲ - ＰＤＣＡ
サイクルを回すこととなり，カリキュラム・マネジメ
ントが実践されることに繋がると考えられる。

キャリア教育の担う大きな役割として，職業観や勤
労観の育成，主体的な進路選択がある。そのような意
味からも初等中等教育の最終の高等学校での学習は，
文部科学省が推進する自らの力で生き方を選択してい
くことができるよう必要な能力や態度を身に付けるた
め，重要な時期に実施されるものである。それは，通
常の生徒にとっても配慮を要する生徒にとっても同様
であり，さらなるインクルーシブ教育の推進は各高等
学校において今後取り組まなければならい重要な課題

になると思われる。

Ⅵ．今後の展開

₁．卒業生追跡フォームの作成とその目的
宮城県内の高等学校に対するアンケート調査や訪

問インタビュー結果から卒業後の追跡調査や追指導の
実施が多くの高等学校で困難であることが分かった。
その理由は，卒業生の数が多いことや卒業生に報告の
義務はない等である。しかし，早期離職が増加してい
る現状で，今までの進路指導についてＲ - ＰＤＣＡサ
イクルを回すためには追跡調査は必要である。そこで，
卒業後に追跡調査し追指導を行うことで，在学中の生
徒に対する文部科学省「高等学校キャリア教育の手引
き」に示してある進路指導を充実させることを目的と
する。

₂．方法
グーグルフォームを利用して，一斉メール送信で

追跡調査を実施することを検討中である。資料₂は作
成案である。グーグルフォームは，選択形式を用いる
ことで集計作業等も短時間で容易にできるところがあ
る。

₃．予想される結果とまとめ
現任校の生徒の就職先は主に中小企業である。中小

企業ほど日々の業務が忙しい。そのため回収率が高く
ないことが予想される。大量の卒業生を理由に追跡調
査ができなかった他の高等学校にとっても有効な手段
になるだろう。

図₆　全校生徒に対する育てたい資質・能力の育成図
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